
初期値 目標値

20年 20年 21年 22年 23年 24年 27年

4.3% 4.3% ― ― ― ― 早期に解消

― ― ― ― ―

初期値 目標値

20年 20年 21年 22年 23年 24年 27年

40% 40% ― ― ― ― 50%

― ― ― ― ―

初期値 目標

20年 20年 21年 22年 23年 24年 27年

35% 35% ― ― ― ― 43.8%

― ― ― ― ―

初期値 目標

21年度 20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 27年度

16% ― 16% 19% 24% 集計中 21%

― ― ― ― ―

初期値 目標

17年 20年 21年 22年 23年 24年 27年

0.9% 1.5% ― ― ― ― 2.3～3.7％

― ― ― ― ―

22年度 23年度 24年度 25年度

143,906 113,537 60,812 55,727

0 111,863 0 -

50,992 168 210 -

194,898 225,568 61,022 55,727

180,232 107,711

168 210

14,498 117,648

※上記のほか、社会資本整備総合交付金等（22年度：22,000億円、23年度：17,539億円、24年度：15,858億円、25年度：19,594億円）の内数、
内閣府に計上された地域自主戦略交付金（23年度：5,120億円、24年度：8,329億円）等の内数がある。

学識経験を有する者の知
見の活用

国土交通省政策評価会（平成25年6月14日）
＜意見等＞
施策目標の評価について、総合評価として、定性的な要因の分析の記述を充実すべき。

担当部局名 住宅局 作成責任者名
住宅政策課

（課長　坂根　工博）
政策評価実施時期 平成25年8月

翌年度繰越額（百万円）

不用額（百万円）

合計（a＋b＋c）

執行額（百万円）

暦年ごとの目標値

施策の予算額・執行額等
【参考】

区分 26年度要求額

予算の
状況

（百万円）

当初予算（a）

補正予算（b）

前年度繰越等（c）

業績指標

1　最低居住面積水準未満率

実績値
評価

B-1
暦年ごとの目標値

2　子育て世帯における誘導居
住面積水準達成率（①全国）

実績値
評価

B-1

高齢者、子どもを育成する家庭等を含む全ての世帯において、居住の安定が確保されるとともに、暮らしやすい居
住環境・良質な住宅ストックの形成を図る。

施策目標の評価、達成
状況及び今後の方向性

施策目標の評価 「努力が必要である」

施策目標の達成状況
及び今後の方向性

【現状】
　業績指標1、2、4については、5年に1度の調査により把握しているため、平成21年
から平成24年の実績値はなく、次回把握できる実績値は、平成25年の実績値とな
る。
　このため、現時点においては施策目標の達成状況を正確に認識することは困難
である。
【今後の施策の方向性】
　平成25年の実績値を目標値に近づけることができるよう、平成24年度において
は、税制等による良質な住宅の取得支援、地域優良賃貸住宅等や民間住宅活用
型住宅セーフティネット整備推進事業、サービス付き高齢者向け住宅等の供給促
進等による良質な賃貸住宅の供給、高齢者の住み替え支援等による既存ストック
の有効活用等を推進した。
　今後も、住生活基本計画に基づき、引き続きこれらを推進し、居住の安定確保と
暮らしやすい居住環境・良質な住宅ストックの形成を図る。

3　生活支援施設を併設してい
る公的賃貸住宅団地（100戸以
上）の割合

実績値
評価

A-2
年度ごとの目標値

施策目標個票
（国土交通省24－①）

施策目標 居住の安定確保と暮らしやすい居住環境・良質な住宅ストックの形成を図る

施策目標の概要及び
達成すべき目標

2　子育て世帯における誘導居
住面積水準達成率（②大都市
圏）

実績値
評価

B-1
暦年ごとの目標値

4　高齢者人口に対する高齢者
向け住宅の割合

実績値
評価

A-2
暦年ごとの目標値
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業績指標１ 

 最低居住面積水準未満率 

 

 

（指標の定義） 

健康で文化的な住生活を営む基礎として必要不可欠な住戸規模（最低居住面積水準）未満の住宅に居住する世帯

の割合。（Ａ／Ｂ） 

※Ａ：最低居住面積水準未満世帯数 Ｂ：主世帯総数 
注 最低居住面積水準（住生活基本計画（全国計画）において設定）の概要 

  (1)単身者           ２５㎡ (ただし、単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保されている場合等は、

この面積によらないことができる。) 

  (2)２人以上の世帯  １０㎡×世帯人数＋１０㎡ 

注 主世帯：一住宅に一世帯が住んでいる世帯の他、同居世帯のある場合は、そのうち主な世帯を主世帯という。 

（出典）平成２０年「住宅・土地統計調査」国土交通省独自集計 
（目標設定の考え方・根拠） 

健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠な水準として、最低居住面積水準未満世帯の早期解消を目指す。 

（外部要因） 

世帯構成の変化、平均年収の推移、居住ニーズの多様化等 

（他の関係主体） 

 民間事業者等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

なし 

 【閣議決定】 

・住生活基本計画（全国計画）（平成２３年３月１５日） 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

・国土交通省成長戦略（平成２２年５月１７日）＜住宅・都市分野＞ 

  Ⅲ 住宅・建築投資活性化・ストック再生戦略 

   １．質の高い新築住宅の供給と中古住宅流通・リフォームの促進を両輪とする住宅市場の活性化 

 

過去の実績値                                          （暦年）

Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

４.６％ － － - － ４.３％ － － － － 

 

 
事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

・住宅ローン減税や認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除、住宅取得等資金に係る相続時

精算課税制度の特例措置、住宅取得資金の贈与税の特例措置、住宅用家屋の所有権登記等に係る登録免許税の

特例措置、住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置、新築住宅のみなし取得時期等に係る不動産取得税の特

例措置、新築住宅に係る固定資産税の減額措置、住宅金融支援機構の証券化支援事業等により、良質な持家取

得を促進する。 

・居住用財産の買換えや譲渡に係る課税の特例措置により、多様なライフステージに応じた円滑な住み替えや新

生活への再出発を支援する。 

・地域優良賃貸住宅制度において、賃貸住宅の整備等に要する費用に対する助成等を行い、高齢者世帯、障害者

0

1

2

3

4

5

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

（％） 最低居住面積水準未満率

評 価 

 

Ｂ－１ 

 

目標値：早期に解消（平成２７年） 

実績値：４.３％ （平成２０年） 

初期値：４.３％ （平成２０年） 
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世帯、子育て世帯等各地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供する居住環境が良好な

賃貸住宅の供給を促進する。 

・都市再生機構（ＵＲ）による民間供給支援型賃貸住宅制度により、良質な賃貸住宅の供給を促進する。 

・高齢者の所有する戸建て住宅等を、広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸することを円滑化する制度によ

り、高齢者の高齢期の生活に適した住宅への住み替え等を促進する。 

・高齢者居住安定化基金による家賃債務保証制度により、子育て世帯等の入居の円滑化を支援する。 

・特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除や優良住宅地の造成等のために土

地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅

地化促進臨時措置法による貸家住宅に係る固定資産税の特例措置により、居住の安定確保と暮らしやすい居住

環境・良質な住宅ストックの形成を促進する。 

・低額所得者等に対する公平・的確な公営住宅の供給を促進する。 

関連する事務事業の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・業績指標は５年に１度の調査の調査により把握しており、平成２１年から平成２４年の実績値はない。 

・直近の実績値である平成２０年の最低居住面積水準未満率は４．３％となっており、過去の実績値（平成１５

 年）と比べると減少しているものの、実績値によるトレンドを延長すると、目標年度に目標を達成できないこ

 ととなる。 

（事務事業の実施状況） 

・住宅ローン減税等の税制の特例措置により優良な持家の取得を促進した。 

・住宅金融支援機構の証券化支援事業等により、良質な持家の取得を促進した。 

（平成２４年度実績（証券化支援事業）：８４，５６７戸） 

・社会資本整備総合交付金の活用等による、地域優良賃貸住宅等の良質な賃貸住宅の供給を促進した。 

（平成２４年度整備戸数実績：４１３戸） 

・都市再生機構による民間供給支援型賃貸住宅制度により、良質な賃貸住宅の供給に係る取組みを行った。 

・高齢者の所有する戸建て住宅等を、広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸することを円滑化する制度によ

り、高齢者の高齢期の生活に適した住宅への住み替え等を促進した。（平成２４年度までの累計実績：３８７

戸） 

・ＵＲ賃貸住宅における居住の安定のための補助制度を活用し、都市再生機構の賃貸住宅のストック再編に伴う

家賃の上昇が、低所得入居者の居住の安定に影響を与えないよう、低所得入居者に対し家賃減額措置を実施し

た。 

・低額所得者等に対する公平・的確な公営住宅の供給を促進した。 

（平成２４年度整備戸数実績：１４，７４５戸） 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・前述のとおり、本業績指標は、過去の実績値によるトレンドを延長すると、目標年度に目標値を達成できない 

こととなる。 

・実績値の評価や課題の特定、今後の取組みの方向性の提示にあたっては、これまで講じてきた事務事業の実施状

況等に対する評価のほか、世帯構成の変化、平均年収の推移等の外部的要因が与える影響についても考慮しつつ、

検討を行っていく必要がある。 

・本業績指標は、政策上も重要なことから、平成２５年度に新たな措置を講じるとともに、今後も、住生活基本計

画（平成２３年３月１５日）で定められている通り、平成３２年度を目標年度とし健康で文化的な住生活を営む

基礎として、早期に解消を図ることを目指す。 

・以上から、「Ｂ－１」と評価した。 

 

平成２５年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２５年度） 

 平成２５年度税制改正において、住宅ローン減税、住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の特例措

置等を延長・拡充することとした。 

（平成２６年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等）

担当課：住宅局住宅政策課（課長 坂根 工博） 

関係課：住宅局総務課民間事業支援調整室（室長 佐々木 正士郎） 

    住宅局住宅総合整備課（課長 里見 晋） 

    住宅局住宅総合整備課住環境整備室（室長 北 真夫） 

    住宅局安心居住推進課（課長 瀬良 智機） 

土地・建設産業局企画課（課長 河田 浩樹） 
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業績指標２ 

 子育て世帯における誘導居住面積水準達成率（①全国、②大都市圏） 

 

 

（指標の定義） 

子育て世帯のうち、豊かな住生活の実現の前提として多様なライフスタイルに対応するために必要と考えられる

住戸規模(誘導居住面積水準)を満たす住宅に居住する世帯の割合（Ａ／Ｂ） 

①※Ａ：子育て世帯のうち、誘導居住面積水準を達成している世帯数 Ｂ：子育て世帯総数 

②※Ａ：大都市圏の子育て世帯のうち、誘導居住面積水準を達成している世帯数 Ｂ：大都市圏の子育て世帯総数
注１ 子育て世帯：構成員に１８歳未満の者が含まれる世帯 

注２ 誘導居住面積水準・・・住生活基本計画(全国計画)において設定 
 (１)一般型誘導居住面積水準・・・都市の郊外及び都市部以外の一般地域における戸建住宅居住を想定 

   ①単身者 ５５㎡  (ただし、単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保されている場合は、 

この面積によらないことができる。) 

   ②２人以上の世帯 ２５㎡×世帯人数＋２５㎡ 

 (２)都市居住型誘導居住面積水準・・・都市の中心部及びその周辺における戸建住宅居住を想定 

   ①単身者 ４０㎡  (ただし、単身の学生、単身赴任者等であって比較的短期間の居住を前提とした面積が確保されている場合は、 

この面積によらないことができる。) 

   ②２人以上の世帯 ２０㎡×世帯人数＋１５㎡ 

（出典）平成２０年「住宅・土地統計調査」国土交通省独自集計 
（目標設定の考え方・根拠） 

全世帯数の約半数が誘導居住面積水準を達成している一方、子育て世帯については、未だ達成率が低く、政策上も

重要なことから、無理のない負担で居住ニーズに応じた良質な住宅の確保を進める観点にて、子育て世帯についても

半数が誘導居住面積水準を達成することを目指し、住生活基本計画で設定されている目標値(全国：５０％(平成２７

年)、大都市圏：５０％(平成３２年))をもとに、現況値と平成３２年度までの目標値との差を按分し、平成２７年度

までの数値を形式的に設定。 

（外部要因） 

世帯構成の変化、平均年収の推移、居住ニーズの多様化等 

（他の関係主体） 

 民間事業者等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

なし 

 【閣議決定】 

・住生活基本計画（全国計画）（平成２３年３月１５日） 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

・国土交通省成長戦略（平成２２年５月１７日）＜住宅・都市分野＞ 

 Ⅲ 住宅・建築投資活性化・ストック再生戦略 

  １．質の高い新築住宅の供給と中古住宅流通・リフォームの促進を両輪とする住宅市場の活性化 

 

過去の実績値                                          （暦年）

 Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４

① ４２％ － － － - ４０％ － － － － 

② ３７％ － － － - ３５％ － － － － 

 

評 価 

① 

Ｂ－１ 
 

目標値：５０％     （平成２７年） 

実績値：４０％    （平成２０年） 

初期値：４０％    （平成２０年） 

② 

Ｂ－１ 

 

目標値：４３．８％  （平成２７年） 

実績値：３５％    （平成２０年） 

初期値：３５％    （平成２０年） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

・地域優良賃貸住宅制度において、賃貸住宅の整備等に要する費用に対する助成等を行い、子育て世帯等各地域

における居住の安定に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進す

る。 

・都市再生機構（ＵＲ）による民間供給支援型賃貸住宅制度により、良質な賃貸住宅の供給を促進する。 

・高齢者居住安定化基金による家賃債務保証制度により、子育て世帯等の入居の円滑化を支援する。 

・高齢者の所有する戸建て住宅等を、広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸することを円滑化する制度によ

り、高齢者の高齢期の生活に適した住宅への住み替え等を促進する。 

・子育て世帯や高齢者世帯等の入居を拒まない賃貸住宅とすること等を条件として、既存住宅等の空き家のリフ

ォームに対して補助を行う。 

関連する事務事業の概要 

・住宅ローン減税や認定長期優良住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除、住宅取得等資金に係る相続時

精算課税制度の特例措置、住宅取得等資金の贈与税の特例措置、住宅用家屋の所有権登記等に係る登録免許税

の特例措置、住宅の取得に係る不動産取得税の特例措置、新築住宅のみなし取得時期等に係る不動産取得税の

特例措置、新築住宅に係る固定資産税の減額措置、住宅金融支援機構の証券化支援事業等による、良質な持家

取得を促進する。 

・居住用財産の買換えや譲渡に係る課税の特例措置により、多様なライフステージに応じた円滑な住み替えや新

生活への再出発を支援する。 

・特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除や優良住宅地の造成等のために土

地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅

地化促進臨時措置法による貸家住宅に係る固定資産税の特例措置により、居住の安定確保と暮らしやすい居住

環境・良質な住宅ストックの形成を促進する。 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

・業績指標は５年に１度の調査により把握しているため、平成２１年から平成２４年の実績値はない。 

・直近の実績値である平成２０年における子育て世帯における誘導居住面積水準達成率の実績値は、「①全国」

 で４０％、「②大都市圏」で３５％となっており、いずれも過去の実績値（平成１５年）を下回っている。従

 って、実績値によるトレンドを延長しても、目標年度に目標を達成できないこととなる。 

（事務事業の実施状況） 

・住宅ローン減税等の税制の特例措置により良質な持家の取得を促進した。 

・住宅金融支援機構の証券化支援事業等により、良質な持家の取得を促進した。 

（平成２４年度実績（証券化支援事業）：８４，５６７戸） 

・都市再生機構による民間供給支援型賃貸住宅制度により、良質な賃貸住宅の供給に係る取組みを行った。 

・高齢者の所有する戸建て住宅等を、広い住宅を必要とする子育て世帯等へ賃貸することを円滑化する制度によ

り、高齢者の高齢期の生活に適した住宅への住み替え等を促進した。 

（平成２４年度までの累計実績：３８７戸） 

・社会資本整備総合交付金の活用等による、地域優良賃貸住宅等の良質な賃貸住宅の供給を促進した。 

（平成２４年度整備戸数実績：４１３戸） 

・子育て世帯や高齢者世帯等の入居を拒まない賃貸住宅とすること等を要件として、既存住宅等の空き家のリフ

ォームに対して補助を行う「民間住宅活用型住宅セーフティネット整備推進事業」を実施した。 

 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

・前述のとおり、厳しい経済状況を反映して達成率は低下し、本業績指標は、過去の実績値によるトレンドを延長

すると、目標年度に目標値を達成できないこととなる。 

・実績値の評価や課題の特定、今後の取組みの方向性の提示にあたっては、これまで講じてきた事務事業の実施状

況等に対する評価のほか、世帯構成の変化、平均年収の推移等の外部的要因が与える影響についても考慮しつつ、

検討を行っていく必要がある。 

・全世帯数の約半数が誘導居住面積水準を達成している一方、子育て世帯については、未だ達成率が低く、政策上
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も重要なことから、平成２５年度に新たな措置を講じるとともに、今後も、無理のない負担で居住ニーズに応じ

た良質な住宅の確保を進める観点にて、子育て世帯についても半数が誘導居住面積水準を達成することを目指し、

住生活基本計画（平成２３年３月１５日）に基づき、全体として居住水準を向上させることを目指す。 

・以上から、「Ａ－１」と評価した。 

 

平成２５年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２５年度） 

 平成２５年度税制改正において、住宅ローン減税、住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の特例措置

等を延長・拡充することとした。 

（平成２６年度以降） 

なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局住宅政策課（課長 坂根 工博）  

関係課：住宅局総務課民間事業支援調整室（室長 佐々木 正士郎） 

    住宅局住宅総合整備課（課長 里見 晋） 

住宅局住宅総合整備課住環境整備室（室長 北 真夫） 

    住宅局安心居住推進課（課長 瀬良 智機） 

土地・建設産業局企画課（課長 河田 浩樹） 
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業績指標３ 

 生活支援施設を併設している公的賃貸住宅団地（１００戸以上）の割合 

 

 

（指標の定義） 

公的賃貸住宅団地数（１００戸以上）のうち、生活支援施設を併設している団地数の割合（Ａ／Ｂ） 

※Ａ：生活支援施設（注）を併設している公的賃貸住宅団地（１００戸以上）の数 

Ｂ：公的賃貸住宅団地（１００戸以上）の総数 
注）生活支援施設：高齢者福祉施設、障害者福祉施設、子育て支援施設等 

（目標設定の考え方・根拠） 

高齢者、障害者、子育て世帯等の地域における福祉拠点等を構築するため、公的賃貸住宅団地等において、民間

事業者等との協働による医療・福祉サービス施設や子育て支援サービス施設等の生活支援施設の設置を促進するこ

と等が重要であることから、今後、建て替えが想定される公的賃貸住宅団地数を踏まえて目標値（２５％（平成３

２年））を設定。これらを踏まえ、現況値と平成３２年度までの目標値との差を按分し、平成２７年度までの数値

を形式的に設定。 

（外部要因） 

世帯構成の変化、居住ニーズの多様化等 

（他の関係主体） 

 地方公共団体、民間事業者等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ・住生活基本計画（全国計画）（平成２３年３月１５日） 

  ・日本再興戦略（平成２５年６月１４日） 

   二．戦略市場創造プラン テーマ１：国民の「健康寿命」の延伸 

 【閣決（重点）】 

なし 

 【その他】 

なし 

 

過去の実績値 （年度）

Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

－ １６％ １９％ ２４％ 集計中 

 

 
事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

・低額所得者等に対する公平・的確な公営住宅の供給を促進する。 

・社会資本整備総合交付金等における公営住宅等整備事業に関し、対象要綱上、１００戸以上の公営住宅団地の建

替えについては、原則、保育所等の生活支援施設を併設するもののみを補助対象の要件としている。 

・高齢者生活支援施設等を公的賃貸住宅等と一体的に整備する事業に対し、補助を行う。 

・都市再生機構賃貸住宅等の公的賃貸住宅団地の建替えに際し、社会福祉施設（子育て支援施設、高齢者生活施設

等）の併設・合築、整備敷地への誘致を推進。 

関連する事務事業の概要 

該当なし 

評 価 

 

Ａ－２ 

 

目標値：２１％（平成２７年度） 

実績値：２４％（平成２３年度） 

初期値：１６％（平成２１年度） 
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測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

生活支援施設を併設している公的賃貸住宅団地（１００戸以上）の割合は、平成２１年度の１６％から平成２

３年度２４％と着実に進捗しており、平成２３年度において目標値を達成している。 

（事務事業の実施状況） 

・低額所得者等に対する公平・的確な公営住宅の供給を促進した。 

（平成２４年度整備戸数実績：１４，７４５戸） 

・社会資本整備総合交付金等における公営住宅等整備事業に関し、公営住宅団地の建替えについて、保育所等の

生活支援施設の併設を促進した。 

（平成２３年度併設施設数：３，９５６施設（２，１９５団地）） 

・都市再生機構賃貸住宅等の公的賃貸住宅団地の建替えに際し、社会福祉施設（子育て支援施設、高齢者生活施

設等）の併設・合築、整備敷地への誘致を推進。 

（平成２４年度供給施設数：２施設（１団地）（都市再生機構賃貸住宅分）） 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

前述のとおり、当該業績指標は着実に進捗していることから、既存施策を引き続き推進していくこととし、

「Ａ－２」と評価した。公的賃貸住宅団地は、生活支援施設を併設し地域の福祉の拠点として整備することで、高

齢者や子育て世帯等に対する多様なサービスを提供する場となりうるものであり、サービスが提供される環境整備

は政策上も重要であることから、今後も引き続き生活支援施設の設置を促進する。 

 

平成２５年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２５年度） 

 なし 

（平成２６年度以降） 

 なし 

 

担当課等（担当課長名等）

担当課：住宅局住宅総合整備課 （課長 里見 晋） 

関係課：住宅局安心居住推進課 （課長 瀬良 智機） 

住宅局総務課民間事業支援調整室（室長 佐々木 正士郎） 
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業績指標４ 

 高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合 

 

 

（指標の定義） 

高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合（Ａ／Ｂ） 

※Ａ＝高齢者向け住宅（注）の戸数・定員数の合計値、Ｂ＝高齢者（６５歳以上）人口 

（注） 高齢者向け賃貸住宅及び高齢者居住系施設 

（目標設定の考え方・根拠） 

単身高齢者や要介護高齢者の急増（単身高齢者は約１．５倍(２００５（平成１７年）→２０１５（平成２７年）)、要

介護高齢者は約１．７倍（２００５（平成１７年）→２０２５（平成３７年）））が見込まれる中で、可能な限り、住み

慣れた地域で医療・介護を受けながら安心して暮らすことができる住まいを確保することが重要である。 

 現状では、諸外国に比べ、高齢者人口に対する高齢者向けの住まいの割合が低く、住生活基本計画（平成２３

年３月１５日閣議決定）において、この割合を平成３２年目途で欧米並み（３～５％）とすることを目標として

掲げている。 

これらを踏まえ、現況値と平成３２年までの目標値との差を按分し、平成２７年までの数値を形式的に設定し

た。 

［参考］日本 0.9%（2005）、デンマーク 8.1%(2006)、スウェーデン 2.3％(2005)、 

      イギリス 8.0%(2001)、アメリカ 2.2%(2000) 

（外部要因） 

世帯構成の変化、居住ニーズの多様化、高齢者人口数等 

（他の関係主体） 

 民間事業者等 

（重要政策） 

 【施政方針】 

  なし 

 【閣議決定】 

  ・住生活基本計画（全国計画）（平成２３年３月１５日） 

  ・高齢社会対策大綱（平成２４年９月７日） 

  ・日本再興戦略（平成２５年６月１４日） 

   二．戦略市場創造プラン テーマ１：国民の「健康寿命」の延伸 

 【閣決（重点）】 

  なし 

 【その他】 

なし 

 【施政方針】 

  なし 

 

過去の実績値 （暦年） 

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ 

０．９％ ― ― １．５％ ― ― ― ― 
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（％） 高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合

 

評 価 

 

Ａ－２ 

 

目標値：２．３～３．７％ （平成２７年） 

実績値：１．５％     （平成２０年） 

初期値：０．９％         （平成１７年） 
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事務事業の概要 

主な事務事業の概要 

・新規に整備する公営住宅等について、バリアフリー対応構造となるよう促進をするとともに、既存の公営住宅等

についてもバリアフリー改修を促進する。 

・地域優良賃貸住宅制度において、賃貸住宅の整備等に要する費用に対する助成等を行い、高齢者世帯、障害者世

帯、子育て世帯等各地域における居住の安定に特に配慮が必要な世帯の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸

住宅の供給を促進する。 

・バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢

者向け住宅」の供給促進のため、建設・改修費等に対して、国が民間事業者・医療法人・社会福祉法人・NPO 等

に直接補助を行う。 

予算額：高齢者等居住安定化推進事業（平成２４年度３５５億円） 

・サービス付き高齢者向け住宅の供給促進のため、サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制として、所得税・法

人税に係る割増償却、固定資産税の減額、不動産取得税の軽減措置を行う。 

・住宅金融支援機構により、サービス付き高齢者向け賃貸住宅の建設等に必要な資金に対する融資を実施。 

・住宅金融支援機構により、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金に係る民間金融機関が行うリバースモーゲ

ージ型の融資について、住宅融資保険制度を実施。 

関連する事務事業の概要 

該当なし 

 

測定・評価結果 

目標の達成状況に関する分析 

（指標の動向） 

高齢者人口に対する高齢者向け住宅の割合は、平成１７年度の０．９％から平成２０年度の１．５％と着実に進

捗しており、現時点においては、過去の実績値によるトレンドを延長すると、平成２７年度に目標値を達成して

いると見込まれる。 

（事務事業の実施状況） 

・バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携して、高齢者を支援するサービスを提供する「サービス付き高齢

者向け住宅」の供給促進をした。 

（平成２４年度末登録実績：総登録件数３，３９１件、 総登録戸数１０９，２３９戸） 

・バリアフリー対応の公営住宅等の供給を促進した。 

（平成２４年度新規整備戸数実績：１４，７４５戸） 

・既存の公営住宅等のバリアフリー化を促進した。 

（平成２４年度バリアフリー化の図られたストック戸数：９９５，４０２戸） 

・社会資本整備総合交付金の活用等による、地域優良賃貸住宅等の良質な賃貸住宅の供給等を促進した。 

（平成２４年度整備戸数実績：４１３戸） 

・住宅金融支援機構により、サービス付き高齢者向け賃貸住宅の建設等に必要な資金に対する融資を実施した。 

・住宅金融支援機構により、サービス付き高齢者向け住宅の入居一時金に係る民間金融機関が行うリバースモーゲ

ージ型の融資について、住宅融資保険制度を実施した。 

課題の特定と今後の取組みの方向性 

前述のとおり、当該業績指標は着実に進捗していることから、平成２５年度は既存施策を引き続き推進していく

こととし、「Ａ－２」と評価した。 

今後も引き続きこれまでの施策を着実に推進し、高齢者向け住宅の供給を促進する。 

 

 

 

平成２５年度以降における新規の取組みと見直し事項 

（平成２５年度） 

平成２５年度税制改正において、サービス付き高齢者向け住宅に対する税制上の特例措置（所得税・法人税、固定

資産税、不動産取得税）の適用期限を延長し、引き続き供給を促進する。 

（平成２６年度以降） 

該当なし 

 

担当課等（担当課長名等） 

担当課：住宅局安心居住推進課（課長 瀬良 智機） 

関係課：住宅局住宅総合整備課（課長 里見 晋） 

住宅局総務課民間事業支援調整室（室長 佐々木 正士郎） 
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